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まん延防止等重点措置期間再延長に伴う私立学校の対応について（通知） 

 
日頃より新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて

いることに感謝申し上げます。 
令和４年１月１９日に国から発出された、まん延防止等重点措置（２月１０日に期間延

長）については、陽性者の減少が鈍化していることや、医療体制のひっ迫を招きかねない

状況が続いていることから、令和４年３月４日に国において同措置の期間再延長が決定さ

れました。 
これに基づき、本県では、同日、新型コロナウイルス対策本部会議が開かれ、「まん延

防止等重点措置期間再延長に伴う県立学校の対応について」（別添資料１）が決定されま

した。 
つきましては、県立学校における対応を添付いたしますので、各学校における対応の参

考としてください。 

また、寮や寄宿舎におかれましては、別紙の内容を各学校における対応の参考としてく

ださい。 
 

 

記 
 

 

【参考】別添通知 

○県立学校長宛て通知 

 令和４年３月４日付け教高指第２５２５号 

「まん延防止等重点措置期間再延長に伴う県立学校の対応について（通知）」 
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